
回　　　　答

6月30日の質疑回答②の№2の回答について
代価表第39号、40号の建設汚泥　軟弱土（夜間料金）の処理業
者及び単価について回答がありますが、設計書代価表第40号
には、処分先名称の記載があり、又処分は昼間と思われ回答
書の処分先名称と一致しません。但し、質疑・回答書が優先順
位が上位になると思われますので回答書の処分先で積算する
のでしょうかご教示願います。

質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第324号 件　　　　名 蛍池南町勝部線整備工事（３工区）

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1

前回の回答は、建設汚泥　軟弱土（夜間料金）の処分先をお示ししたもの
です。
質疑のとおり、代価表第39号は夜間、代価表第40号は昼間のため、代価
表第39号の軟弱土（夜間料金）処分先が㈱昌英であり、代価表第40号は
設計書記載のとおり㈱ＴＯＣ（軟弱土（昼間））で積算しています。


